
令和 4 年 3 月 

お客さま各位 

碧海信用金庫 

 

当金庫とのお取引目的確認に関するご協力のお願い 

 

 国際社会におけるテロの脅威等が高まり、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与

対策の重要性が増していることを受け、金融庁は 2018 年 2 月に「マネー・ローンダ

リング及びテロ資金供与に関するガイドライン」を策定、公表し、金融機関は同ガイド

ラインに基づいた業務運営が求められております。 

 

 当金庫においても、お客さまに「安心・安全かつ迅速なお取引をご提供する」ために、

本ガイドラインを踏まえて、お取引のあるお客さまに対して、店頭や訪問、ダイレクト

メール等により、当金庫とのお取引目的やご職業の確認および本人確認書類のご提出を

お願いしております。 

 

つきましては、大変お手数をお掛けいたしますが、趣旨をご理解いただき、お手続き

いただきますようお願い申し上げます。 

 

 全国信用金庫協会ホームページ  

「マネー・ローンダリング対策に係るご協力のお願い」 

https://www.shinkin.org/attention/money_londering.html 

 

（注）当金庫とのお取引目的確認に関しまして、当金庫職員が「キャッシュカードをお

預かりすること」や「暗証番号をお聞きすること」は絶対にありませんので、ご

注意ください。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ先】 お客さま情報確認窓口 

TEL 0120-770-272 

受付時間 平日 9：00～17：00 

（12 月 31 日～1 月 3 日は休日となります） 

https://www.shinkin.org/attention/money_londering.html


お取引目的確認に関するご協力のお願い よくあるご質問（ＦＡＱ） 

 

Ｑ１．マネー・ローンダリングとは？テロ資金供与とは？ 

マネー・ローンダリング（資金洗浄）とは、一般に、犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有

者が分からないようにして、捜査機関による収益の発見や検挙を逃れようとする行為をいいます。 

テロ資金供与とは、テロの実行支援等を目的としてテロリストに資金を渡す行為のことをいいます。 

 

Ｑ２．なぜこのような案内が届いたのですか？ 

当金庫では、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の制

定を踏まえて、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止対策の一環として、これからお取引を

開始されるお客さまだけでなく、すでにお取引いただいているお客さまに対しても、当金庫とのお取

引目的やご職業等について確認させていただく取り組みを行っております。 

 

Ｑ３．なぜこのような詳細な情報まで、回答を求めているのですか？ 

金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関するガイドライン」を踏まえて、当金庫の

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止対策を強化するために必要な情報のご提供をお願い

しております。主旨をご理解の上、ご協力をお願い致します。 

ご回答いただいた情報は、当金庫のプライバシーポリシーに従い、適正に管理いたします。 

 

Ｑ４．碧海信用金庫と取引のある家族や知人には、このような案内は届いていないが、なぜ自分

には届いたのですか？ 

当金庫とお取引のあるお客さまに対して、お取引内容等を踏まえて、順次ご案内させていただいてお

ります。 

 

Ｑ５．取引のある他の金融機関からはこのような案内は届いていないが、なぜ届いたのですか？ 

他の金融機関の対応は分かりかねますが、金融機関は、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ

資金供与対策に関するガイドライン」に基づいた態勢整備が求められております。 

 

Ｑ6．このような案内が届いたが、自分の口座に何か疑いがあるのですか？ 

ご質問内容が多岐にわたり、お手数をお掛けします。今回のご案内は、特定のお客さまを疑ってお送

りしているものではございません。当金庫のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の一環と

して、広くお客さまにご協力をお願いしているものです。 

主旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。 

 

Ｑ7．このような案内が何通も届いたが、なぜですか？ 

お客さまが複数の店舗で口座をお持ちの場合は、ご案内が複数となる場合があります。 

この場合も、ご案内ごとにご回答いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 



Ｑ8．回答は義務ですか？回答は拒否できますか？ 

今回のご案内は、当金庫のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の一環として、広くお客さ

まにご協力をお願いしているものです。 

主旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。 

 

Ｑ9．回答をしなかった場合どうなりますか？ 

各質問へのご回答やご依頼した資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ず

お取引を制限等させていただく場合があります。 

主旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。 

 

Ｑ10．回答の仕方がよく分かりません。 

運転免許証、マイナンバーカード、住基カード等の顔写真付の本人確認書類をお持ちのお客さまは、

スマートフォン等を利用し、ご案内に掲載の二次元コードからご回答いただけます。 

顔写真付の本人確認書類をお持ちでないお客さまは、書面でのご回答も可能です。お手数をお掛けい

たしますが、ご案内に掲載の連絡先（フリーダイヤル）にお問い合わせください。 

なお、お問い合わせ窓口の受付時間は、平日の 9 時から 17 時（12 月 31 日～1 月 3 日は休日と

なります）となっております。 

 

Ｑ11．スマートフォン等の回答画面の操作がうまくできません。 

ご理解、ご協力いただき誠にありがとうございます。お手数をお掛けいたしますが、ご案内に掲載の

連絡先（フリーダイヤル）にお問い合わせください。操作方法等をご案内させて頂きます。 

なお、お問い合わせ窓口の受付時間は、平日の 9 時から 17 時（12 月 31 日～1 月 3 日は休日と

なります）となっております。 

 

Ｑ12．いつまでに回答しなければいけないのですか？ 

大変お手数をお掛けしますが、ご案内に掲載のご提出期限までのご回答をよろしくお願いいたしま

す。 

 

Q13．提出期限を過ぎてしまいましたが、回答はできますか？ 

大変申し訳ございませんが、ご提出期限経過後は二次元コードが無効となるため、ご回答はできませ

ん。 

お手数をお掛けいたしますが、ご案内に掲載の連絡先（フリーダイヤル）にお問い合わせください。 

なお、お問い合わせ窓口の受付時間は、平日の 9 時から 17 時（12 月 31 日～1 月 3 日は休日と

なります）となっております。 

 

 

 

 



Ｑ14．インターネット環境もスマートフォンもない。どのように回答すればよいですか？ 

お手数をお掛けいたしますが、ご案内に掲載の連絡先（フリーダイヤル）にお問い合わせください。

ご回答書面を後日、郵送させていただきます。 

なお、お問い合わせ窓口の受付時間は、平日の 9 時から 17 時（12 月 31 日～1 月 3 日は休日と

なります）となっております。 

このほかに、お取引店舗にご案内をお持ちいただければ、インターネットによるご回答のご案内もさ

せて頂いております。ご来店の際は、ご本人様確認資料もあわせてお持ちください 

 

Ｑ15．郵送されたハガキをなくしてしまいました。どうしたらよいですか？ 

お手数をお掛けいたしますが、専用の窓口（フリーダイヤル）にお問い合わせください。後日、改め

て郵送させていただきます。 

なお、お問い合わせ窓口の受付時間は、平日の 9 時から 17 時（12 月 31 日～1 月 3 日は休日と

なります）となっております。 

 

Ｑ16．名前、住所、電話番号等が変更となっているが、この回答をすれば他の手続きは必要あり

ませんか？ 

各種の変更のお手続きは、お手数をお掛けしますが、別途必要になります。 

お取引店舗にご来店いただきお手続きするほかに、当金庫の「へきしんアプリ」から各種変更のお手

続きを来店不要で行うことができます。 

詳しくは、当金庫のホームページまたは検索サイトから「へきしんアプリ」にてご確認ください。 

 

Ｑ17．少し前に口座を解約して、へきしんとの取引はありませんが回答しなければいけません

か？ 

口座を解約して当金庫とのお取引がないお客さまのご回答は必要ありません。 

お手続きいただいた時期によっては、行き違いでご案内が届く可能性もありますが、何卒ご容赦くだ

さい。 


